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「神奈川県地域医療介護連携ネットワーク構築ガイドライン
（仮称）」の内容について

◇本人同意の取得方法 （ ４－２－４ p.20-21）

◇情報閲覧制限の考え方（４－３－１～２ p.21-22）

◇名寄せ（４－５ p.24）



◇本人同意の取得方法
（ガイドライン案 ４－２－４ p.20-21）



オプトアウトによる第三者提供の制限

≪オプトアウト≫

本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている
場合であって、一定の事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く
（院内掲示等）とともに、個人情報保護委員会への届け出をしておけば、本人の同意を得ることなく当
該個人データを第三者に提供することができること（個人情報保護法第23条第2項）

➡ 個人データを第三者（地域ネットワークの他の参加機関）に提供する旨をあらかじめ院内掲示して
おく等の事項を満たせば、本人が第三者への提供を拒否しない限り、本人の明示の同意を得ること
なく、第三者提供できるということ。

➡ 要配慮個人情報が適用除外となっているため、オプトアウトによる第三者提供は不可

（参考）

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
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○ 地域医療介護連携ネットワークで共有する医療情報は要配慮個人情報に該当するた
め、いわゆるオプトアウトによる他の地域ネットワーク参加機関への提供が禁止される。

○ そのため、患者の医療情報を他の地域ネットワーク参加機関に提供するということに
ついて、あらかじめ、本人である患者から同意を得ておく必要がある。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html


本人同意の対象についての考え方
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○ 地域ネットワークの構築により、当該地域内での医療情報・介護情報の共有、また将来的には全国
保健医療情報ネットワークを通じた他の地域ネットワークの参加機関等の間での医療情報の共有が
できるようになる。

○ そのため、本人同意の対象は、次の２点を含む包括同意とする必要がある。
①当該地域ネットワークの参加機関の間での当該県民の医療情報・介護情報の共有
（同意取得日以降に新たに参加した参加機関とも共有することについての同意を含む。）

②全国ネットワークを通じた、他の地域ネットワークの参加機関等との間での医療情報の共有

（出典）神奈川県地域医療介護連携ネットワーク構築検討会議
設置準備会（平成31年3月18日）事務局提出資料（出典）（一社）サルビアねっと協議会ホームページ



サルビアねっとにおける本人同意の取得方法
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○サルビアねっとでは、次の３点について、「住民参加申込書」により同意を取得している。
①参加登録施設との共有、及び将来連携するサルビアねっとと同種の「地域医療
介護ネットワークシステム」への提供 についての「同意」
②上記参加施設に対する包括的な同意であることについての「確認」

③容易に個人を識別できないよう加工し、医療政策をはじめとした行政政策の検討への
活用についての「同意」

≪包括同意の考え方≫
○ 県民が当該地域ネットワークへの参加申込時において、次の２点の同意を得ること

①当該地域ネットワーク参加機関（同意日以降に新たに参加する機関を含む）間における当該県民
の医療情報・介護情報の共有

②全国ネットワークを通じた、他の地域ネットワーク参加機関等との間における当該県民の医療情報
の共有

≪横浜市ガイドライン≫ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/seisaku/ICT/guideline.html

○ ネットワーク間で情報共有することや、情報を政策等に活用することに対して、共有の内容で患者
が同意していることが必要です。（３章４）

○ 相互連携、あるいは参加利用施設が増加するたびに、新たに患者同意を取得しなおす手間は医
療機関にも患者（市民）にも相当の負担となるため、以下の内容を必ず、初回に患者同意を求める際
に説明し、包括同意として取得することとします。（４章５）
①医療・介護・健康分野に関する他の連携ネットワークが新たに接続されること
②参加施設は増減すること

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/seisaku/ICT/guideline.html


個人情報保護への配慮と適切な取扱いの担保
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○ 現実の運用の効率性の確保から包括同意とする反面、個人情報保護への配慮と適切
な取扱いを担保する必要がある。

○ 職種別・参加機関別の情報閲覧制限、未受診医療機関等からの閲覧の禁止（初診・救
急時等は例外）などを講じることで、適切な個人情報の取り扱いを担保する必要がある。

≪個人情報への配慮に係るガイドラインの規定≫
○ 参加機関別・職種別の情報閲覧制限・更新権限の設定【必要事項】

○ 未受診医療機関（※）からの情報閲覧制限の設定【必要事項】

※未受診医療機関の定義・・・県民が過去５年間に医療サービス及び介護サービスの提供を
受けたことがない医療機関、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所その他の関係機関

○ 不適切な閲覧の発生の検知と事後的な指導監督【必要事項】

○ 適切に医療情報の共有を図っていることについての院内掲示等【留意事項】

○ 刑事責任、民事責任の注意喚起【留意事項】



◇情報閲覧制限の考え方（４－３－１～２ p.21-22）



参加施設別・職種別の情報閲覧制限
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○ 医療情報・介護情報には、職種によって閲覧する必要がないものがあるため、参加施
設別かつ職種別に、情報閲覧・更新できる範囲を設定する必要がある。

○ 具体的に、その地域でどのように情報閲覧制限を設定するかは、地域の実情を反映す
る必要があることから、その地域協議会で協議し、決定していただくことを想定。

（出典）横浜市「ＩＣＴを活用した地域医療連携ネットワークガイドライン」（平成30年3月）

（表）職種別情報閲覧制限の一例



未受診医療機関等からの情報閲覧制限
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○ 未受診医療機関等からは、原則として閲覧できない仕組みとする必要がある。ただし、
初診時及び救急時は、これを解除する仕組みを設ける。
○ どのように解除方法を設けるかは、地域協議会で、ベンダーと調整の上、決定する。

≪情報閲覧制限の解除の一例≫
①未受診医療機関等から医療情報を技術的に閲覧できない仕組みとした場合
➡特定のＩＤでログインする場合に、当該患者の医療情報の閲覧禁止を解除できるようにする
仕組み

②未受診医療機関等から医療情報を技術的に閲覧できない仕組みとしなかった場合
➡閲覧しようとするときに、
「閲覧しようとする情報は初診時又は救急時を除いて閲覧が禁止されている」旨、及び
「閲覧の記録が残る」旨の注意喚起ができる仕組み
※サルビアねっとで、「参照宣言」と呼ぶ仕組み



◇名寄せ（４－５ p.24）



名寄せ

10

○ 名寄せとは、各参加機関の各システムのサーバに分散されて保存されている同一人物
に係る医療情報のデータを、当該同一人物に係るＩＤの付与その他の方法により、同一人
物の医療情報のデータとして紐づけすること

○ 現時点における名寄せ項目としては、①氏名、②性別、③生年月日、④住所、⑤被保
険者番号

○ 名寄せは、上記の項目により、システム上、可能な限り自動で行うものとし、自動で名
寄せできない参加者については、地域協議会で手動により行う。

※ 将来的に、地域医療介護連携ネットワークにおいて、個人を一意に把握できる識別
子（マイナンバー、医療等ＩＤ）が全国的に用いられるようになるまでは、ある程度の手
動による名寄せはやむを得ないものと考えられる。

≪横浜市ガイドライン≫ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/seisaku/ICT/guideline.html

○ 患者を一意に特定するためには、マイナンバーや医療等ＩＤといった共通キーを用いることが有効
ですが、現時点ではそうした共通キーは無いため、暫定的に名寄せの考え方を統一する必要があり
ます。（３章４）

➡名寄せに用いる情報項目として、氏名、性別、生年月日、住所、被保険者記号・番号が挙げられて
いる。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/seisaku/ICT/guideline.html

